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● 建設事業の労災保険率適用事業細目表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505  工作物の解体（一部分を解体するもの又は当該工作物に使用さ

れている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するも

のに限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業 

3506 その他の建築事業 

   イ 野球場、競技場等の鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コン 

    クリート造りのスタンドの建設事業 

   ロ たい雪覆い、雪止め柵、落石覆い、落石防止柵等の建設事業 

   ハ 鉄塔又は跨線橋（跨線道路橋を除く。）の建設事業 

   ニ 煙突、煙道、風洞等の建設事業（（3103）隧道新設事業の態様 

    をもって行われるものを除く。） 

   ホ やぐら、鳥居、広告塔、タンク等の建設事業 

   へ 門、塀、柵、庭園等の建設事業 
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主として外部で行われる既設建築物

設備工事はこちらに含まれます。 

工作物の解体事業 
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● 建設事業における労務比率・保険料率一覧表 
 

 

 

消費税率引き上げに伴い、平成２５年１０月１日～平成２７年３月３１日に事業開始し

たものは、請負金額に１０８分の１０５を乗じて得た額に、所定の労務比率を乗ずる必要

がありましたが、労務比率の改定に伴い平成２７年４月１日以降に事業開始して平成２８

年度中に終了した事業については必要ありません。ただし、消費税抜きの請負金額に所定

の労務費率を乗じることとなりますのでご注意願います。 

 なお、事業開始日が平成２７年３月３１日以前であって平成２８年度中に終了した事業 

については、昨年同様、消費税込みの請負金額に１０８分の１０５を乗じて得た額に、事 

業開始時の所定労務比率を乗ずる必要があります。 

 

◎ 一括有期事業報告書の「請負代金から控除する額」について 

 請負代金から控除することのできる控除対象工事用物は、「機械装置の組立て又はすえ付けの

事業」（業種番号 36）の機械装置のみです。これ以外の事業の種類では、請負代金からの控除

が認められておりませんのでご注意下さい。 

 

機械装置の範囲 

１．湿式排煙脱硫装置 

２．火力発電所ボイラー 

３．原子炉 

４．ゴミ焼却装置 

５．原子力発電所タービン 

６．抄紙機（改造） 

７．連続鋳造機 

８．発泡ポリスチレンプラント 

９．電気集塵装置 

10．ガス発生装置 

11．水処理設備 

12．エレベーター 

13．エスカレーター 

14．石油精製、石油化学 

プラント 

15．水力発電設備 

16．索道（ロープウェイ、 

  ゴンドラリフト、リフト） 

 

労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率
1000分の 1000分の 1000分の 1000分の

　　　１９％ 　　１１８ 　　　１９％ 　　１０３ 　　　１８％ ８９ 　　　１９％ ７９

組立て又は取付

けに関するもの

１４ ２２ １４ ２２ １５ ２３

２１ １３ ２１ １３ ２３

９

１８ ２３ １７ ２５ ９．５

１１

３４ 鉄道又は軌道新設事業 ２３ ２３ ２４

３５
建 築 事 業
（既設建築物設備工事業を除く）

２１ １５

工事開始日が
平成18年4月1日～
平成21年3月31日
のもの

工事開始日が
平成21年4月1日～
平成24年3月31日
のもの

工事開始日が
平成24年4月1日～
平成27年3月31日
のもの

工事開始日が
平成27年4月1日～
のもの

３１
水 力 発 電 施 設
ず い 道 等 新 設 事 業

業種
番号

事業の種類

１１３２ 道 路 新 設 事 業 　　２１ 　　　２１ 　　２１

３３

　　　１５ 　　２０ 　　　１６ 　　２０

舗 装 工 事 業 ２０ １４ １９ １１ １８ １０ １８

１５

３６

機械装置の
組立て又は
据え付けの
事業 その他のもの

４０

２１
１４

４０

２２

３８

２１
９ ７．５

３８ 既設建築物設備工事業 ２１

４０

２２
６．５

３７ そ の 他 の 建 設 事 業 ２４ ２１ ２４ １９ ２３ １９ ２４ １７


